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会 計 セ ミ ナ ー 経 営 を 強 く す る ！
受講無料

～資金体質を強化する会計～

企業を存続させるためには、信頼性ある決算書類が
不可欠です。また、財務会計の構造を知り、資金体質
の強化に活かし、経営力を高めるためのポイントにつ
いて解説致します。是非ご参加下さい。

●日 時 ２月２６日（木）13:30～16:00
●対象者 経営者・財務担当者等
●会 場 新津健康センター

(新潟市秋葉区程島1979-4)
●講 師 (株)パートナーズプロジェクト

代表取締役
中小企業診断士 髙野 裕 氏

た か の ひろき

●受講料 無 料（教材費含む）
●定 員 ５０名
●申込先 新津商工会議所 （記：平野）

☆決算申告相談会☆
(事前に時間の予約をして下さい)

●日 時 ３月５日(木)６日(金)
９日(月)10日 (火 )11日 (水)

9:00～ 12:00／13:00～16:00
●会 場 新津商工会議所 ３Ｆ

◇消費税申告相談会◇
(事前に時間の予約をして下さい)

○日 時 ３月18日 (水 )19日 (木 )23日 (月)
9:00～ 12:00／13:00～16:00

○会 場 新津商工会議所 ３Ｆ

※決算・消費税相談会は待ち時間短縮のた
め時間予約をはじめました。
ご協力お願いいたします。

※わかるところは記入してきてください。
※決算・申告相談につきましては、若干の
手数料をいただきます。ご了承ください。

●主 催 新 津 商 工 会 議 所
新津中小企業相談所
新 津 青 色 申 告 会

記帳でお困りではありませんか？

初心者もＯＫ！ 記帳相談のご案内
個人事業者の方に対して、現金出納帳や経費帳な

ど帳簿の付け方から、決算・申告の仕方まで継続し
て指導を行っています。随時受け付けていますので
お気軽にご利用ください。

記帳代行のお知らせ

当所の記帳担当職員が事業所に代

わりコンピューターを使って経理事

務を行うものです。

(1)メリット
・経理事務が軽減され事業活動の向上が図れま
す。

・決算・申告（所得税、消費税）
・年末調整事務が大幅に軽減されます。
・複式簿記のため青色申告特別控除６５万円が適
用されます。（所得税･市民税の節税になります）

(2)利用出来る方
・新津地域で事業経営をしている従業員20人以下
（商業、サービス業5人以下）の個人の小規模
事業者

・税理士関与以外の方
（3)代行手数料
・当所手数料規約によります。
＊詳しくは担当までお電話ください。

（記：平野）

新津商工会議所 各種相談会
○新潟県信用保証協会定例相談会

３月３日(火)・４月７日(火)
○日本政策金融公庫定例相談会

３月10日(火)・４月14日(火)
○ＩＴ化相談日

３月なし ・４月10日(金)

講 演 会 の ご 案 内
・日 時 ３月２６日（木）

１４：００～１５：３０
・場 所 一楽 ホール TEL 22-3155

（秋葉区新津本町２-７-１０）
・テーマ 「どうなる日本」

～政治・経済ここがポイント～

・講 師 橋本五郎 氏（読売新聞 特別編集委員）
・定 員 100名（定員になり次第締め切り）

・聴講料 無 料

※当日は講演会終了後１５:４０から臨時議員総会が開催されます。
・申込み 新津商工会議所事務局 TEL:22-0121

振り込め詐欺にご注意！
“中小企業倒産防止共済制度”を悪用

１．手口
「商工○○組合」(東京都)を名乗る団体が一方的に中小企業

にＦＡＸを送信し、“中小企業倒産防止共済制度”の利用を促
し、保証金名目で指定した口座に現金を振り込ませるものです。
２．中小企業倒産防止制度とは
独立行政法人「中小企業基盤整備機構」が運営する共済制度

であり、企業が積み立てた掛け金をもとに運営しており、共済
貸付時に「保証金」をとることはありません。

～被害にあわないために～
○“保証金”、“低金利で融資”などお金に関する電話やＦＡＸ
は詐欺を疑う。

○地元の会議所に確認し、相手には連絡しない。

掛金が安く、事故処理を安心して
委せられる自動車共済

特色
★自動車共済は全国組織で、事故処理サービスが行届い
ています。

★他社の無事故割引（等級）は継続して適用します。
★掛金は、他社に比べ割安です。
★経費の節約に役立ちます。

見積提案サービス
新規、増車契約又は他社満期契約がありましたら、お

気軽にお申し付けいただければ見積書を作成いたします。
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労働保険・社会保険

なんでも個別相談会
●日 時 ４月９日(木)１０日(金)

９：００～１６：００
●場 所 新津商工会議所 ３階ホール

相 談 員 専門相談員
●主な相談受付項目
①労働保険年度更新申告手続き等
②雇用保険、労災保険に関すること
③年金、健康保険に関すること
④労働基準法に関すること
⑤雇入、解雇、退職、賃金等に関すること
⑥その他（労働、社会保険問題全般）

金 融 情 報（平成21年2月12日現在）

新 潟 市 制 度 融 資 の 概 要
地 方 産 業

1,000万円
運 転 ５年 保証付 2.10%～2.30%

育 成 資 金 設 備 ７年 その他 2.60%

一 般 融 資 2,000万円
運 転 7～8 保証付 2.20%
設 備 年 その他 2.70%

夏 期 ･ 年 末
700万円 運 転 ６ヶ月

保証付 1.90%
資 金 その他 2.40%

商店街等活 資金使途等 運 転 保証付 2.00%
性化対策資金 により異なる 設 備

７年
その他 2.50%

無担保無保
1,000万円

運 転 7～10
2.20%

証 人 融 資 設 備 年

日本政策金融公庫の融資概要

普 通 貸 付 4,800万円
運 転 5年以内 2.40％～
設 備 10年以内

教育資金貸付 200万円 教 育 10年 2.45％
資 金

経営改善貸付 1,000万円
運 転 ５年

2.10％
設 備 ７年

【新潟市制度融資の受付は、新潟市秋葉区役所か当所へ(当所は
地方産業育成資金･一般融資･無担保無保証人融資のみ)、夏期･

年末資金は取引銀行まで、この他９制度融資あり。日本政策金融
公庫の申込は当所か公庫新潟支店(新潟市中央区寄居町332 TEL:
025-228-2152）まで】 （記：蝿野）

中小企業緊急雇用安定助成金等について

中小企業緊急雇用安定助成金

【主な受給の要件】
（１）[１]最近３ヶ月の売上高又は生産量等がその直前３ヶ月又は前年同期比で減少していること。

[２]前期決算等の経常利益が赤字であること（生産量が５％以上減少している場合は不要。）
（２）従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
（平成２１年２月６日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に１時間以上行われる
休業（特例短時間休業）についても助成の対象となります。）
【受給額】
○休業等：休業手当相当額の４／５（上限あり）
支給限度日数：３年間で３００日（最初の１年間で２００日分まで）
教育訓練を行う場合は上記の金額に１人１日６，０００円を加算

※従業員の出向の場合も助成があります。

雇用調整助成金

大企業が行う休業等・出向の助成金です。
受給の要件は、中小企業緊急雇用安定助成金とほぼ同様です。

離職者住居支援給付金

有期契約労働者等との契約の中途解除や雇い止め等を行った場合、離職後も引き続き住居を無償で提供した場合
または住居に係わる費用の負担をした事業主の方に助成します。

詳細については、ハローワーク新津へお問い合わせ下さい。
ＴＥＬ：０２５０－２２－２２３３

緊急金融支援対策のお知らせ ‼
«新潟市商工労働課金融係» （TEL:025-226-1629（直通））

１.「経営支援特別融資」における保証料補助（３００万円超～１，０００万円以下の融資額に対する保証料補助率を
５０％から１００％まで引き上げ）の拡充，融資対象条件の一部緩和（売上高等の減少率を５％から３％へ緩和、適
用期間は、平成２０年１２月１日～平成２１年３月３１日までの融資実行分並びに申請受付分に適用）実施

２．経営の悪化により融資の返済に支障が生じている中小企業者に対し，既存借入における元金返済の猶予期間を設定
する

３．既存制度融資における追加融資の要件緩和（対象外資金あり）

«原材料価格高騰対応等緊急保証制度» （新潟県信用保証協会 TEL:025-267-7112）

本制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するため、
現行制度の抜本的な拡充・見直しを行ったものです。原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を強く受けてい
る業種の中小企業者を対象として、民間金融機関からの融資を受ける際には信用保証協会が保証をいたします。

※ 詳細については、ホットステーション３月号に再掲いたします。


